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（趣旨） 

第１条  この要綱は、家庭から排出されるごみの減量化及び資源の有効利用を目的とする

資源集団回収を奨励し、促進するために、協力している資源回収業者に対してリサイク

ル奨励金（以下「奨励金」という。）を交付することについて定めるものである。 

 

 

 （対象資源物） 

第２条  奨励金の交付対象となる回収資源物（以下「対象資源物」という。）は、次の各

号に掲げるものとし、横浜市内の家庭から排出されるものに限り、事業活動に伴うもの

を除く。 

  （１） 古紙類 

ア 新聞 

イ 雑誌・その他の紙 

ウ 段ボール 

エ 紙パック 

  （２） 布類 

  （３） 金属類 

ア 食料用・飲料用アルミ缶 

イ 食料用・飲料用スチール缶 

  （４） びん類 

 



 （対象となる資源回収業者） 

第３条  奨励金の交付を受けることのできる資源回収業者は、横浜市資源集団回収実施団

体奨励金交付要綱（平成元年６月２９日環業一第３６号）第３条第２項の規定に基づき、

横浜市資源集団回収実施団体として横浜市に登録した団体が集めた対象資源物を回収

し、資源化することができる者で、第４条第２項の規定により横浜市から横浜市資源集

団回収登録業者として登録を受けたもの（以下「登録業者」という。）とする。 

 

 （登録） 

第４条  奨励金の交付を受けようとする資源回収業者は、横浜市資源集団回収資源回収業

者登録届出書（第１号様式）に納税調査に関する同意書（第６号様式）を添付して、あ

らかじめ市長に届け出なければならない。なお、登録業者が登録期間の終了に際し、以

降も継続して登録しようとする場合は、横浜市資源集団回収資源回収業者登録届出書

（第１号様式）に替えて横浜市資源集団回収資源回収業者登録更新届出書（第５号様式）

を用いることができる。 

 

２ 市長は、次条の登録要件を満たす資源回収業者から、前項の届出を受けたときは、速

やかに登録業者として登録するものとする。 

 

３ 登録期間は、原則として３年間とする。なお、登録期間途中で登録を行った者の登録

期間は、当該登録届出期間終了日までとする。 

   

 

（登録要件） 

第５条 登録業者としての資格は、次の各号に定めるところによる。 

 

（１）第２条各号に掲げる対象資源物のうち、１以上を取り扱う者とし、このうち、古紙

類を対象資源物とする場合は、古紙類すべての品目を取扱うものとする。 

（２）横浜市税（個人市民税（特別徴収分・普通徴収分）、法人市民税、固定資産税・都

市計画税（土地・家屋）、固定資産税（償却資産）、事業所税、軽自動車税）を滞納し

ていないこと。 

（３）回収量の虚偽申告などの、奨励金申請にかかる不正行為を行った資源回収業者の代

表者が、代表者又は従業員でないこと。 

（４）横浜市との契約において不正行為を行った資源回収業者の代表者が、代表者又は従

業員でないこと。 

（５）横浜市との契約において、正当な理由なく契約を履行しない者でないこと。また、

当該業者の代表者が、代表者又は従業員となっている者でないこと。 

（６）登録申請以前に資源物の持ち去り行為が判明した者でないこと。また、当該業者の

代表者が代表者又は従業員となっている者でないこと。 

 

 

（登録内容の変更と登録抹消） 

第６条  登録業者は、登録事項に変更が生じた場合又は登録の抹消を希望する場合には、

速やかに横浜市資源集団回収資源回収業者登録事項変更・抹消届出書（第２号様式）に

より、市長に届け出なければならない。 

 



２ 市長は、登録業者が前条各号の登録要件を満たさなくなったと認めた時は、登録を抹

消するものとする。 

  なお、前条第４号の事由により登録を抹消する場合は、再度の登録は認めないことと

し、前条第５号の事由により登録を抹消する場合は、一定期間、再度の登録を認めない

こととする。 

 

３ 市長は、登録業者が回収量の虚偽申告、資源物の持ち去り等の不正行為を故意に行っ

たと認めたときは、登録を抹消するものとする。 

  なお、回収量の虚偽申告により登録を抹消する場合は、再度の登録は認めないことと

し、資源物の持ち去り行為により登録を抹消する場合は、一定期間、再度の登録を認め

ないこととする。 

 

 

（回収物の確認） 

第７条 登録業者と実施団体は、横浜市資源集団回収伝票（第３号様式）に回収量などを

記入し、回収物の確認を行うものとする。 

 

２ 登録業者は、横浜市資源集団回収実施規準（ガイドライン）に従い、回収物を確認す

るものとする。 

 

３ 登録業者は、横浜市が横浜市資源集団回収実施規準（ガイドライン）に従って行う、

回収量調査に協力するものとする。 

 

 

（計量及び搬入） 

第８条 登録業者は、資源集団回収により回収した対象資源物のうち、古紙類については、

横浜市と協定を締結し、指定資源物問屋登録を受けた者（以下「指定資源物問屋」とい

う。）に、それ以外の品目については、その買い取りを行う者（以下「問屋等」という。）

に搬入し、計量を受けなければならない。 

 

２ 登録業者は、資源集団回収により回収した対象資源物について、横浜市の指示に基づ

き、市施設などで計量を行わなければならない。 

 

 

 （奨励金の申請） 

第９条  奨励金の交付を受けようとする登録業者は、実施した月ごとに資源集団回収実績

をとりまとめ、横浜市資源集団回収資源回収業者奨励金交付申請書（第４号様式）に横

浜市資源集団回収伝票（第３号様式 回収業者用Ａ 資源循環局提出用）及び対象資源 

物のうち、古紙類については、指定資源物問屋が、それ以外の品目については、問屋等

が発行した回収量を証する書類を添付のうえ、市長に申請するものとする。 

 

２ 奨励金の交付申請は、原則として、資源集団回収を実施した月の翌々月１０日までに

行うものとする。 

 

 



 （奨励金の交付） 

第 10 条  市長は、前条第１項に規定する申請があったときは、その申請書類に基づき内

容を審査し、 

対象資源物のうち、古紙類については、指定資源物問屋が発行した回収量を証する書類、

それ以外の品目については、問屋等が発行した回収量を証する書類に基づき、奨励金の

交付を決定するものとする。ただし、古紙類を指定資源物問屋以外に搬入することに、

やむを得ない事情があると認められる場合は、問屋等が発行した回収量を証する書類に

基づき交付を決定することができる。 

 

２ 登録業者は、申請期限までに必ず申請を行うも 

のとし、市長は、奨励金申請期限後に申請された 

ものには、原則として奨励金を交付しない。 

また、次の各号に該当する者に対しては、市長は奨励金を交付しないことを決定する

ことができる。 

（１）回収量の申告が著しく信頼性に欠けると横浜市が判断した者 

（２）市税、手数料、買受代金の納付、その他横浜市に対する債務の履行を怠っている者 

 

３ 奨励金の額は、別表により月ごとに第２条各号に掲げる対象資源物ごとに算出した回

収量１キログラム当たりの額（以下「奨励金単価」という。）に、当該対象資源物の回

収量をそれぞれ乗じて得た額を合計した額とする。 

 

４ 奨励金は、登録業者が指定する金融機関の口座に振り込むものとする。 

 

 

 （奨励金の返還） 

第11条  市長は、偽りその他不正な手段により奨励金の交付を受けた登録業者があったと

きは、奨励金の全部又は一部について返還を求めることができる。 

 

 

 （その他） 

第12条  この要綱の実施について必要な事項は、資源循環局長が定める。 

  

 

    附則 

    この要綱は、平成６年４月１２日から施行する。 

 

附則                                         

    この要綱は、平成７年１２月１日から施行する。 

 

    附則                                         

    この要綱は、平成８年１月１日から施行する。 

                                                 

    附則                                         

    この要綱は、平成９年１月１日から施行する。 

 



    附則                                         

    この要綱は、平成１０年１月１日から施行する。 

                                                 

    附則                                         

    （施行期日） 

    １  この要綱は、公布の日から施行する。 

    （適用） 

    ２  第７条の第３項の規定については、平成１２年１月から適用する。 

 

    附 則                                         

この要綱は、平成１４年４月１日から施行し、この要綱による改正後の横浜市資

源集団回収資源回収業者奨励金交付要綱第７条第２項の規定は、平成１４年１月１

日から適用する。 

 

    附 則                                         

この要綱は、平成１４年５月２１日から施行する。 

 

    附 則                                         

この要綱は、平成１５年５月２２日から施行する。 

 

    附 則                                         

この要綱は、平成１７年２月２８日から施行する。 

 

附 則                                         

この要綱は、平成１７年４月 １日から施行する。 

 

附 則                                         

１ この要綱は、平成１８年６月１日から施行する。 

  （経過措置） 

２ この要綱は、施行日以前に資源物を回収し、施行日以後に申請する奨励金につ

いて適用することとし、施行日以前に申請する奨励金については、なお従前の例

による。 

３ この要綱施行の際、この要綱による改正前の要綱により作成されている横浜市 

資源集団回収伝票については、なお当分の間使用することができる。 

 

附 則 

（施行期日） 

この要綱は、平成１８年７月２５日から施行する。 

（経過措置） 

２ この要綱のうち問屋の指定にかかるものは、横浜市による問屋の指定完了後に

回収した資源物について適用することとし、指定完了以前に回収した資源物につ

いては、なお従前の例による。 

 

附 則 

（施行期日） 



 この要綱は、平成１９年４月１３日から施行する。   

（経過措置） 

２ この要綱のうち、別表（第１０条第２項）の現況価格の算出にかかるものにつ

いては、この要綱を施行した月に回収が実施されたものから適用することとする。 

  なお、平成１９年１月から３月に実施したものについては、実施月を含む直近

６か月の市況価格の平均値を用いて現況価格を算出することとする。 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成２０年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この要綱施行の際、この要綱による改正前の要綱により作成されている横浜市

資源集団回収資源回収業者登録届出書（第１号様式）、横浜市資源集団回収資源

回収業者登録変更・登録抹消届出書（第２号様式）、横浜市資源集団回収資源回

収業者奨励金交付申請書（第４号様式）については、なお当分の間使用すること

ができる。 

３ 平成２０年６月３０日までに限り、納税調査に関する同意書（第６号様式）に

ついては、これと内容を同じくする書類を提出することで、納税調査に関する同

意書（第６号様式）の提出に代えることができる 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成２２年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この要綱施行の際、この要綱による改正前の要綱により作成されている横浜市

資源集団回収資源回収業者登録届出書（第１号様式）、横浜市資源集団回収資源

回収業者登録変更・登録抹消届出書（第２号様式）、横浜市資源集団回収資源回

収業者奨励金交付申請書（第４号様式）については、なお当分の間使用すること

ができる。 

 

附 則 
（施行期日） 
１ この要綱は、平成２３年１２月１日から施行する。 

（経過措置） 
２ 現に改正前の要綱第４条第１項に規定する届出を行っている登録業者の登録

期間については、改正後の要綱第４条第３項の規定の適用があるものとする。 
３ この要綱施行の際、この要綱による改正前の要綱により作成されている横浜市

資源集団回収資源回収業者登録届出書（第１号様式）、横浜市資源集団回収伝票

（第３号様式）、横浜市資源集団回収資源回収業者登録更新届出書（第５号様式）

については、なお当分の間使用できることとする。 
 

 

 

 

 



別表（第１０条第３項）   

 古紙類 布類 金属類 びん類 

奨励金単

価の算出

式 

  （基準価格－現況価格）×本市負担割合 

 奨励金単価は、０．１円単位で算出する（小数第２位を切上げる。）。

ただし、  古紙類については０．０５円単位で算出する。 

なお、古紙類のうち雑誌については実施月の市況価格が０円を下回っ

た場合は、０円と実施月の市況価格との差額を雑誌の奨励金単価に加え

る。ただし、加算額は、２円を限度とし、０．１円単位とする（０円と

実施月の市況価格との差額の絶対値を算出し、その値の小数第２位を切

上げる。）。 

 

基準価格 7.1円 

（国土交通省関東

運輸局の貸切運賃

料金（平成11年の

公示）） 

 

9.81円×0.8×賃

金上昇率＋9.81円

× 0.2（小数点第

２位未満は四捨五

入） 

3.28円×0.8×賃

金上昇率＋3.28円

× 0.2（小数点第

２位未満は四捨五

入） 

6.00円×0.8×賃

金上昇率＋6.00円

× 0.2（小数点第

２位未満は四捨五

入） 

現況価格 実施月ごとの新

聞・雑誌・段ボー

ルの市況価格（市

況価格が０円を下

回った場合は０円

とする。）を、前

年１年間の集団回

収実績の品目構成

割合に応じて按分

した価格（価格は

小数点第１位と

し、第２位以下は

四捨五入） 

実施月ごとの市況

価格を平均したも

の（小数点第２位

未満は四捨五入） 

実施月ごとの市況

価格を平均したも

の（小数点第２位

未満は四捨五入） 

実施月ごとの市況

価格を平均したも

の（小数点第２位

未満は四捨五入） 

横浜市負

担割合 

５割 ５割 ５割 ５割 

賃金上昇

率 

適用しない 「横浜の賃金と

雇用動向事情」

（経済観光局雇

用創出課）の「中

小企業」の「卸

売・小売業・飲食

店」の賃金総額の

伸び率（平成10年

から奨励金交付

の前年まで）とす

る。 

「横浜の賃金と

雇用動向事情」

（経済観光局雇

用創出課）の「中

小企業」の「卸

売・小売業・飲食

店」の賃金総額の

伸び率（平成12年

から奨励金交付

の前年まで）とす

る。 

「横浜の賃金と

雇用動向事情」

（経済観光局雇

用創出課）の「中

小企業」の「卸

売・小売業・飲食

店」の賃金総額の

伸び率（平成６年

から奨励金交付

の前年まで）とす

る。 



市況価格  日本経済新聞

「古紙回収問屋

買値東京欄」の毎

月第１週の木曜

日の価格（（高値

＋安値）÷２）と

する。 

 資源新報社「資

源新報」の「再生

原料相場」の毎月

第１週の木曜日

の古繊維の価格

（（高値＋安値）

÷２）とする。 

 本市の資源物

売却単価（スチー

ル缶プレス）の毎

月の売却単価と

する。 

 資源新報社「資

源新報」の「再生

原料相場」の毎月

第１週の木曜日

の硝子原料・白く

ずの価格（（高値

＋安値）÷２）と

する。 

 



本市との契約不履行による登録停止措置基準 
 
 

                   平成 19 年４月 13 日 資家第 75 号制定 
 
（趣旨） 

第１条 本基準は、横浜市資源集団回収資源回収業者奨励金交付要綱（以下「要綱」と

いう。）第５条第５項に掲げる「本市との契約において、正当な理由なく契約を履行

しない回収業者」が、第６条第２項の規定により登録を抹消された後、再度登録する

ことができない期間について定めるものとする。 

 

（対象とする契約） 

第２条 本市との契約すべてを対象とする。 

 

（措置要件） 

第３条 要綱第６条第２項の規定により、業者登録を停止するのは、以下の要件を満た

す場合とする。 

（１）横浜市一般競争入札有資格者名簿に登録されている業者が、契約の不履行により

一般競争参加停止及び指名停止措置を受けた場合。 

（２）契約の不履行により、本市が契約を解除した場合。 

（３）再三の通告にもかかわらず、契約の不履行が継続した場合。 

 

（措置の基準） 

第５条 前条に該当した場合に資源回収業者として登録できない期間は、以下の基準による。

なお、特段の事情がある場合を除き、基準の適用は最短の期間を適用するものとする。 

第３条 措置要件 措置後の履行が可能な場合 措置後の履行が不可能な場合 

（１）の場合 一般競争参加停止及び指名停止措置期間に準ずる 

（２）の場合 履行が完了するまでの間 ３か月間 

（３）の場合 履行が完了するまでの間 ３か月間 

 



資源物の持ち去り行為にかかる登録停止措置基準 
 
 

                   平成 19 年４月 13 日 資家第 75 号制定 
 
（趣旨） 

第１条 本基準は、資源物の持ち去りを行った資源回収業者が、横浜市資源集団回収資

源回収業者奨励金交付要綱（以下「要綱」という。）第６条第２項及び第３項の規定

により登録を抹消された後、再度登録することができない期間について定めるものと

する。 

 

（対象とする資源物） 

第２条 持ち去った場合に不正行為として認定する資源物は以下のものとする。 

（１）横浜市廃棄物等の減量化、資源化及び適正処理等に関する条例第２５条の２に規

定する家庭から排出された廃棄物 

（２）横浜市資源集団回収実施団体として横浜市に登録した団体が資源集団回収として 

排出した資源物 

 

（措置の対象となる持ち去り行為） 

第３条 本基準において持ち去りとは、前条に規定する資源物を、第１号の場合は横浜

市以外の者が、第２号の場合は登録団体と契約した回収業者以外の者が、故意に持ち

去った場合をいう。 

 

（措置要件） 

第４条 第６条第２項及び第３項の規定により、業者登録を停止するのは、以下の要件

を満たす場合とする。 

（１）資源物の持ち去り行為を本市職員が目撃した場合 

（２）資源物を持ち去った当事者が、当該持ち去り行為を自ら認めた場合 

 

（措置の基準） 

第５条 前条に該当した場合に資源回収業者として登録できない期間は、以下の基準による。

なお、特段の事情がある場合を除き、基準の適用は最短の期間を適用するものとする。 

  
持ち去り行為の当事者が 

会社の役員の場合 

持ち去り行為の当事者が 

会社の使用人の場合 

過去に持ち去りの

履歴がない場合 
９か月以上 ６か月以上 

過去に持ち去りの

履歴がある場合 
１年６か月以上 １年以上 

単独ではなく複数

の者で組織的に行

っていた場合 

２年 １年６か月以上 

※個人商店の場合は、会社の役員相当とみなすこととする。 



横浜市資源集団回収実施規準（ガイドライン） 
 

区分 実施方法 

回収方法の決

定 

 実施団体と回収業者は、下記の事項について取り決めを行い、回収を実施する。 
１ 回収日時 
２ 回収場所 

 回収場所は、行政回収と集団回収の違いを明確化するため、原則家庭ごみ集

積場は使用しない。使用する場合は、行政回収の回収場所と重複しないよう配

慮し、資源集団回収であることを明示する。 
３ 回収品目 

 回収業者は、取り決めた回収品目について必ず回収を行う。 

周知・広報 
 実施団体は、ポスター・チラシなどを活用し、回収の実施内容（回収品目・回収

日・連絡先など）について周知・広報を行う。 

回収の実施 

 実施団体は、可能な限り回収に立会いを行う。 
 実施団体は、回収時に資源物以外の家庭ごみなどが出された場合は、実施団体の

責任で処理を行うなど、回収場所の維持管理を行う。 
 回収実施に関して問題が生じたときは、実施団体と回収業者の話し合いにより解

決する。 

回収実態の調

査 

 横浜市は、回収実態の調査のため、実施団体と回収業者に下記の資料について提

出を求めることができる。 
１ 回収場所ごとの概算回収量 
２ 回収場所ごとの排出世帯数 
３ 回収場所ごとの回収日程 
４ 回収場所を記した地図 
 実施団体と回収業者は、横浜市が回収現場において回収実態の調査を行う際は、

協力する。 
 

 



第１号様式 

横浜市資源集団回収 資源回収業者 登録届出書 

（登録期間 平成 年６月１日～平成 年５月 31日） 

 
平成  年  月  日 

 
（届出先） 
横浜市長 
 下記のとおり、資源回収業者の登録を届け出ます。 
１ 資源回収業者情報 

登録番号   －    
資源回収 
業者名 

 

住所 
〒 
 

TEL   － 
代表者職氏名               印 

 
２ 振込口座 
 横浜市資源集団回収資源回収業者奨励金ついては、下記の口座に振り込んでください。 

金融機関名                             

支店 
支店コード 支店名 

  

口座番号 
 預金種目（該当する

ほうに○） 
普通・当座 

通帳名義フリ

ガナ 
 

通帳名義 
 

※振込口座は資源回収業者名または代表者名が含まれる口座のみ指定可能です（両方含まれるものも

可） 
 
 
３ 登録の変更・抹消について 
 登録の変更・抹消の必要が生じた場合は、すみやかに「横浜市資源集団回収資源回収業者登録変更・

抹消届出書」を提出します。 
 
※資源回収業者登録期間は３年間です 



第２号様式  

横浜市資源集団回収 資源回収業者 ［登録変更・登録抹消］ 届出書 

 
平成  年  月  日 

（届出先） 
横浜市長 
 下記のとおり、資源回収業者の登録の〔変更・抹消〕を届出ます。 
１ 届出業者 

登録番号   －     

登録業者名  

代表者職氏名                    印 

 
２ 業者情報変更（変更する項目のみ記載） 

項目 変更前の登録内容 変更後の登録内容 

業者名   

代表者職氏名   

住所 
〒 
 

TEL   － 

〒 
 
TEL   － 

 
３ 振込口座変更（変更する項目のみ記載） 

項目 変更前の登録内容 変更後の登録内容 

金融機関名   

支店コード   

支店名   

口座番号   

預金情報 普通・当座 普通・当座 

通帳名義フ

リガナ 
  

通帳名義   

※振込口座は回収業者名または代表者名が含まれる口座のみ指定可能です（両方含まれるものも可） 



第３号様式 
横浜市資源集団回収伝票（実施団体用Ａ 資源循環局提出用） 

    年    月   日実施分 
※回収伝票は回収日ごとに作成してください 

 回収量については、問屋等が発行した回収量を証する書類に基づき修正することがあります。修正した場合は、支払通

知書をもってお知らせします。 

 
※回収びんは、１本あたり 0.5kg に換算し、kg 単位で記入してください 

 

品名 数量 備考 

紙
類 

新 聞 kg  

ダ ン ボ ー ル kg  

雑 誌 kg  

その他（    ） kg  

布 類 kg  

金
属
類 

食 料 用 ・ 飲 料 用 
ア ル ミ 缶 

kg  

食 料 用 ・ 飲 料 用 
ス チ ー ル 缶 

kg  

び
ん
類 

回 収 び ん 本  

※ 回 収 び ん kg  

雑びん・カレット kg  

合 計 kg  

団体登録番号 

  －    

団体名 
 

 
確認欄 

 

 
業者登録番号 

  －    

業者名 
 

 
確認欄 

 

 
回収方法 

（該当するほうを○で囲む） 
引取り・持ち込み 



第３号様式 
横浜市資源集団回収伝票（実施団体用Ｂ 実施団体控） 

    年    月   日実施分 
※回収伝票は回収日ごとに作成してください 

 回収量については、問屋等が発行した回収量を証する書類に基づき修正することがあります。修正した場合は、支払通

知書をもってお知らせします。 

 
※回収びんは、１本あたり 0.5kg に換算し、kg 単位で記入してください 

品名 数量 備考 

紙
類 

新 聞 kg  

ダ ン ボ ー ル kg  

雑 誌 kg  

その他（    ） kg  

布 類 kg  

金
属
類 

食 料 用 ・ 飲 料 用

ア ル ミ 缶 
kg  

食 料 用 ・ 飲 料 用

ス チ ー ル 缶 
kg  

び
ん
類 

回 収 び ん 本  

※ 回 収 び ん kg  

雑びん・カレット kg  

合 計 kg  

団体登録番号 

  －    

団体名 
 

 
確認欄 

 

 
業者登録番号 

  －    

業者名 
 

 
確認欄 

 

 
回収方法 

（該当するほうを○で囲む） 
引取り・持ち込み 



第３号様式 
横浜市資源集団回収伝票（回収業者用Ａ 資源循環局提出用） 

    年    月   日実施分 
※回収伝票は回収日ごとに作成してください 

 回収量については、問屋等が発行した回収量を証する書類に基づき修正することがあります。修正した場合は、支払通

知書をもってお知らせします。 

 
※回収びんは、１本あたり 0.5kg に換算し、kg 単位で記入してください 

品名 数量 備考 

紙
類 

新 聞 kg  

ダ ン ボ ー ル kg  

雑 誌 kg  

その他（    ） kg  

布 類 kg  

金
属
類 

食 料 用 ・ 飲 料 用

ア ル ミ 缶 
kg  

食 料 用 ・ 飲 料 用

ス チ ー ル 缶 
kg  

び
ん
類 

回 収 び ん 本  

※ 回 収 び ん kg  

雑びん・カレット kg  

合 計 kg  

団体登録番号 

  －    

団体名 
 

 
確認書 

 

 
業者登録番号 

  －    

業者名 
 

 
確認書 

 

 
回収方法 

（該当するほうを○で囲む） 
引取り・持ち込み 



第３号様式 
横浜市資源集団回収伝票（回収業者用Ｂ 回収業者控） 

    年    月   日実施分 
※回収伝票は回収日ごとに作成してください 

 回収量については、問屋等が発行した回収量を証する書類に基づき修正することがあります。修正した場合は、支払通

知書をもってお知らせします。 

 
※回収びんは、１本あたり 0.5kg に換算し、kg 単位で記入してください 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

品名 数量 備考 

紙
類 

新 聞 kg  

ダ ン ボ ー ル kg  

雑 誌 kg  

その他（    ） kg  

布 類 kg  

金
属
類 

食 料 用 ・ 飲 料 用

ア ル ミ 缶 
kg  

食 料 用 ・ 飲 料 用

ス チ ー ル 缶 
kg  

び
ん
類 

回 収 び ん 本  

※ 回 収 び ん kg  

雑びん・カレット kg  

合 計 kg  

団体登録番号 

  －    

団体名 
 

 
確認欄 

 

 
業者登録番号 

  －    

業者名 
 

 
確認欄 

 

 
回収方法 

（該当するほうを○で囲む） 
引取り・持ち込み 



 
第４号様式                            平成  年  月実施分 

                                

横浜市資源集団回収 資源回収業者 奨励金交付申請書 

 
平成  年  月  日 

（届出先） 
横浜市長 
 横浜市資源集団回収資源回収業者奨励金交付要綱第９条に基づき、平成  年  月実施分の奨励金の

交付を、別添の横浜市資源集団回収伝票の回収量のとおり申請します。奨励金の振込先は当社の登録口座

とします。 

登録番号   －    登録業者名  

住所 
〒 
 

代表者職氏名               印 

 
○提出する横浜市資源集団回収伝票の枚数 

枚 
 

  

 
 



 
 
 
 
第５号様式 

横浜市資源集団回収 資源回収業者 登録更新届出書 
（登録期間 平成 年 月 日～平成  年 月 日） 

平成  年  月  日 
（届出先）横浜市長 
  下記のとおり、資源回収業者の登録更新を届け出ます。 

（１、２ どちらかに○をつけてください。） 
 
１ 現在の登録内容に変更はありません。 

    ※以下は、ご記入いただく必要はありません。 
 
２ 登録内容を変更します。 

    ※変更する項目のみ「変更後の登録内容」の欄に記入してください。 

※振込口座は資源回収業者名または代表者名が含まれる口座のみ指定可能です（両方含まれるものも可） 

※この届出書提出後に登録情報に変更が生じた場合は、速やかに「横浜市資源集団回収資源回収業者登録変更届

出書（第２号様式）」を提出してください 

※資源回収業者登録期間は３年間です 

 現在の登録内容 変更後の登録内容 

 登録番号   

 資源回収業者名  
 

 代表者職氏名  

（カナ） 

印 

住所 

 〒 

 

 

 ＴＥＬ 

 〒 

 

 

 ＴＥＬ 

振 
込 
口 

座 

金融機関名   

支店名  店 （支店ｺｰﾄﾞ：    ） 

預金種別  普通・当座（該当する方に○） 

口座番号  
 

通帳名義 

フリガナ 

（「ﾞ」や「ﾟ」も１

マス使い、３０字

目までを記入） 

 

        

        

        

       

通帳名義 
（通帳表紙裏面の口座名

義を省略せずに全て記入

してください） 

（記入の必要はありません） 

 



 

（第６号様式） 

平成  年  月  日 
 
横浜市長 

登録番号   －    登録業者名 
カナ  

漢字  

カナ  カナ  

代表者 職名 

漢字 

 代表者 氏名 

漢字 
            印 

住所 

〒 

 
※法人の場合は法人の登記住所、個人の場合は代表者の住所をご記入ください 
※横浜市税の手続きにおいて、通知等送付先の登録が上記所在地と異なる場合は、下記
もご記入ください 

 
（通知等送付先） 

〒 
 

法人・個人 

商店の別 
法人   個人商店   （該当するほうに○） 

 

納税調査に関する同意書 
 
 私は、横浜市資源集団回収資源回収業者登録要件調査のため、横浜市税のうち、次の税

目の課税状況・納税状況について、横浜市が関係公簿を調査することに同意します。 
 
【調査に同意する税目】 

１ 市民税（特別徴収分） 
２ 市民税（普通徴収分） 
３ 法人市民税 
４ 固定資産税・都市計画税（土地・家屋） 
５ 固定資産税（償却資産） 
６ 事業所税 
７ 軽自動車税 
 

【有効期間】  
平成  年 月  日 まで 

 
 

フリガナ・代表者の職名を必ず記入 

押印は必ず代表者印を押印（社印不可） 
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